
建設工事一般競争（指名競争）

入札参加有資格者 各位

記

(１)　建設工事等に係る予定価格の事後公表について

※土木系工事とは，水道施設工事，造園工事，舗装工事，橋梁塗装工事，道路照明設置工事等の高知県

土木工事標準積算基準を主体に設計された工事

　なお，土木一式工事は平成29年度から予定価格事後公表を本格実施しています。

実施時期　…　平成30年４月１日以降に公告及び指名通知するものから適用

(２)　建設工事に係る委託業務の一般競争入札及び電子入札の拡大について

※建築(設備）設計で基本・実施設計を含む案件はプロポーザル方式での発注のため対象から除く。

実施時期　…　平成30年６月１日以降に公告するものから適用

(３)　建設工事等における社会保険等未加入業者への対応について

　平成29年６月以降の発注案件から，下請契約の請負代金の合計が4,000万円以上（建築一式工事の場合は

6,000万円以上）の建設工事の受注者に対し，社会保険等（健康保険・厚生年金・雇用保険）の加入届出義務

がありながら，届出をしていない建設業者（以下。「社会保険等未加入建設業者」という。）との一次下請を禁止

禁止している。

　今回，実施から1年間が経過することを受けて，受注者が社会保険等未加入事業者との一次下請契約を交わ

したことが判明し，当該社会保険未加入事業者の未加入状況が是正されない場合は，高知県に準じて受注者

に対し，以下の措置を実施する。

①受注者（元請）に対し，制裁金を請求(契約書の改正）

②受注者（元請）に対し，契約違反による指名停止措置（契約書の改正）

③工事成績を減点

実施時期　…　平成30年６月１日以降に公告，指名通知及び見積依頼するものから適用

※当該措置に関する契約書の改正及び制定する要領につきましては，改めて通知します。

電子入札 1,000万円以上の委託業務※ ⇒500万円以上の委託業務※

平成30年４月２日

高知市総務部 契約課

平成30年度 入札平成30年度 入札平成30年度 入札平成30年度 入札・・・・契約制度契約制度契約制度契約制度のののの改正等改正等改正等改正等についてについてについてについて

平成30年度に高知市が発注する建設工事等に係る入札・契約制度の改正等は，下記のとおりです。

拡大項目 現行 改正後（H30.6.1～）

一般競争入札 1,000万円以上の委託業務※ ⇒500万円以上の委託業務※

土木系工事（一般競争入札）　　
予定価格事後公表の試行
（積算疑義申立手続）

⇒予定価格事後公表本格実施
　（積算疑義申立手続）

全ての建設工事に係る委託業務
（一般・指名競争入札）

予定価格事後公表の試行 ⇒予定価格事後公表本格実施

工種及び発注方法 現行 改正後（H30.4.1～）



(４)　建設工事に係る入札・契約手続の暫定的な措置の継続

　建設需要の増大に伴う技術者・作業員の不足や労務単価及び資材単価の上昇等により，公共工

事の不調・不落が全国的に発生している情勢を受け，本市においては，平成25年12月18日（平成

28年６月１日一部改正）から以下の暫定措置を実施しており，不調・不落についての抑止に繋が

っている。

　本市の建設業者を取り巻く技術者・作業員不足等の情勢に格段の変化がないことから，暫定措

置を廃止することにより，不調・不落のリスクが再び高まるおそれがあるため，当面の間，措置

を継続する。

・ 事後審査型制限付き一般競争入札の適用範囲拡大

・ 事後審査型制限付き一般競争入札の入札参加資格要件の緩和

（発注ランク，実績，技術者の雇用日，手持ち工事）

・ １者による入札の執行

・ 現場代理人の常駐の特例

(５)　総合評価落札方式の評価項目及び評価基準

　平成29年度からの評価項目及び評価基準内容の変更はありません。（対象期間の整理のみ行っています。）

以上
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